
第３章

健康医療福祉部が所管する
各種計画の概要

【補足】
次ページ以降の各種計画の記載内容は、計画策定又は計画改定時点のものです。
各種データの最新版の数値については、図表その他県公表資料等をご覧ください。



各種計画の一覧

計画名 計画概要（根拠法令）、主な取組み概要 計画期間 担当課名

1 第８次青森県保健医療計画

・保健、医療提供体制の充実を目指す「医療計画」（医療法）、本県の保健医療に関
する基本計画
・保健医療圏や基準病床数の設定、がんなどの５疾病、新興感染症発生・まん延時に
おける医療を新たに加えた６事業及び在宅の医療連携体制の構築、保健医療従事者の
確保など、本県医療を取り巻く環境や本県の現状・課題を踏まえて、今後の保健・医
療提供体制を目指す

R6.4～R12.3 医療薬務課

2 青森県地域福祉計画（第３次）

・市町村や地域住民等が共同して各役割を果たすことができるよう、県が後方的な観
点から支援していく方向性とその方策を定めた計画（社会福祉法）
・保健・医療・福祉・介護サービス総合化などの体制づくり、地域福祉を担う人材づ
くり、地域住民の参加による地域福祉の推進など共に支え合う地域づくり

R3.4～R8.3
健康医療福祉政策
課

３ 青森県再犯防止推進計画

・県民が犯罪の被害にあうことを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指
すための計画（再犯の防止等の推進に関する法律）
・国、民間団体等との連携による支援体制の整備、就労・受居の確保、保健医療・福
祉サービスの利用の促進等

R3.4～R8.3
健康医療福祉政策
課

４ 第三次青森県健康増進計画

・健康増進の推進に関する施策の基本計画（健康増進法）
・県民のヘルスリテラシーの向上、ライフステージに応じた生活習慣等の改善、生活
習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、県民の健康を支え、守るための社会環境の整
備

R6.4～R18.3
がん・生活習慣病
対策課

5 第四期青森県がん対策推進計画

・がん予防の推進、がん医療提供体制の構築等、本県のがん対策を推進するための基
本指針（がん対策基本法）
・がんの一次及び二次予防、持続可能ながん医療の提供、がんとともに尊厳を持って
暮らせる社会の構築

R6.4～R12.3
がん・生活習慣病
対策課

6 青森県肝炎総合対策
・県のウイルス性肝炎に係る総合的な対策（肝炎対策基本法）
・ウイルス性肝炎から肝硬変への移行者・肝硬変から肝がんへの移行者の減少

R6.4～R12.3
がん・生活習慣病
対策課

7
青森県脳卒中・心血管病対策推
進計画（第2期青森県循環器病対
策推進計画）

・循環器病対策の推進に関する基本計画（健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心
臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法）
・循環器病の正しい知識の普及啓発、保健・医療・福祉に係るサービス提供体制の充
実、循環器病対策推進に係る基盤整備

R6.4～R12.3
がん・生活習慣病
対策課
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計画名 計画概要（根拠法令）、取組み概要 計画期間 担当課名

8 青森県保健師活動指針

・保健師の活動のあり方と保健師人材育成の考え方等をまとめた指針（地域保健対策
の推進に関する基本的な指針、保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とり
まとめ」）
・県内の行政保健師活動の現状と課題や活動の在り方、人材育成の方向性等の提示

H30.3～
がん・生活習慣
病対策課

９ 青森県感染症予防計画

・県における感染症の予防のための施策の実施計画（感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律）
・新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次の新興感染症に備え、関係機関が
連携した医療提供体制の構築や、保健所及び検査の体制強化

設定なし 保健衛生課

10 青森県結核対策推進計画

・結核の予防及びまん延の防止等を総合的に推進するための計画（感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律）
・患者の早期発見の推進、適正医療の提供・普及、患者支援・接触者健康診断の徹底、
予防接種の推進

設定なし 保健衛生課

11
新型インフルエンザ等対策青森
県行動計画

・感染拡大を可能な限り抑制し生命及び健康を保護すること、生活及び経済に及ぼす
影響が最小になるよう取り組むことを目的とした計画（新型インフルエンザ等対策特
別措置法）
・まん延防止（水際対策）、ワクチンの供給・接種の体制整備等

H25.4～ 保健衛生課

12 青森県動物愛護管理推進計画

・人と動物が共生できる社会の実現を目指す計画（動物の愛護及び管理に関する法
律）
・犬の登録・狂犬病予防注射接種率の向上、巡回指導等の強化など動物の適正な飼養
及び保管の推進、動物の愛護及び管理に関する普及啓発の推進等

R3.4～R13.3 保健衛生課

13
あおもり高齢者すこやか自立プ
ラン2024

・県内市町村が実施する老人福祉事業の供給体制確保及び介護保険事業の運営支援
（老人福祉法、介護保険法、共生社会の実現を推進するための認知症基本法）
・人口減少下にあっても高齢者が地域での生活を持続的に維持できるような地域づく
りの支援、介護サービス提供体制の確保

R6.4～R9.3 高齢福祉保険課

14
青森県医療費適正化計画
（第四期）

・県民の健康の保持の推進と医療の効率的な提供の推進を図り、医療費適正化の取組
を推進するための計画（高齢者の医療の確保に関する法律）
・生活習慣病の予防・健康づくりの推進、後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進等

R6.4～R12.3 高齢福祉保険課

各種計画の一覧
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計画名 計画概要（根拠法令）、取組み概要 計画期間 担当課名

15 青森県国民健康保険運営方針

・国民健康保険事業の運営に関する統一的な指針（国民健康保険法）
・県と市町村が一体となって、財政運営、保険給付、保険料率の決定、保険料の賦
課・徴収、保健事業、事務の広域化や効率化等を共通認識の下で実施するため、県内
の統一的な方針を定め、安定的な財政運営等の推進

R6.4～R12.3 高齢福祉保険課

16 第４次青森県障害者計画
・障害者施策を推進するための基本的指針となる総合的な計画（障害者基本法）
・障害・障害者への理解促進、特別支援教育の充実等

R5.4～R9.3 障がい福祉課

17
青森県障がい福祉サービス実施
計画（第７期）

・障害福祉サービス等の提供体制の計画的な確保及び自立支援給付等の円滑な実施に
向けた取組（障害者総合支援法、児童福祉法）
・住み慣れた地域で、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく相互に人格
と個性を尊重し、ともに暮らせる共生社会づくり

R6.4～R9.3 障がい福祉課

18
いのち支える青森県自殺対策計
画（第２期）

・誰も自殺に追い込まれることのない青森県の実現のための計画（自殺対策基本法）
・自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して推進する各種自殺対策

R6.4～R12.3 障がい福祉課

19 青森県依存症等対策推進計画

・アルコール健康障害・ギャンブル等依存・薬物依存への総合的な対策の推進、地域
支援のための計画（アルコール健康障害対策基本法、ギャンブル等依存症対策基本法、
依存症対策総合支援事業実施要綱）
・アルコール健康障害・ギャンブル等依存・薬物依存に関する発生予防、進行予防、
再発予防の各段階に応じた支援

R6.4～R9.3 障がい福祉課

各種計画の一覧

19



１ 第８次青森県保健医療計画 【医療薬務課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/iryoukeikaku.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：保健医療を取り巻く環境や本県の現状・課題を
                             踏まえて、今後の保健・医療提供体制の充実を
                 目指す
（２）位置づけ：医療法の「医療計画」、本県の保健医療に関す
                            る基本計画
（３）計画期間：令和６年４月～令和１２年３月（６年間）

○人口は、令和５年に120万人を下回り、今後も人口減少や少
子・高齢化の進行

○主要死因は、悪性新生物、心疾患、老衰
○平均寿命は年々伸びてはいるが、男女ともに、全国最下位
○健康寿命は年々伸びており、男性42位、女性13位

青森県の人口の推移（2025年以降は推計値）

（１）総論

①地域医療構想
②外来医療計画
③本県の医療の概況
④保健医療圏の設定と基準病床数

①医療連携体制の構築
〇５疾病対策（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、
精神疾患）

〇６事業対策（救急医療、災害医療、新興感染症発生・まん延時
における医療、へき地、周産期医療、小児医療）

〇在宅医療対策
②人材の養成確保と資質の向上
〇医師確保計画
〇医師以外の保健医療従事者（歯科医師、薬剤師、看護師等）

③安全な保健医療サービスの構築
④保健・医療の総合的な取組

（２）各論

20資料：国勢調査（総務省）、「日本の地域別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



２ 青森県地域福祉支援計画（第３次） 【健康医療福祉政策課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/sienkeikaku.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：住民に最も身近な自治体である市町村や地域を
構成する住民、様々な団体等が共同してそれ
ぞれの役割を果たすことができるよう、県が
広報的な観点から支援していく方向性とその
方策を定めたもの

（２）位置づけ：社会福祉法第108条に基づく、市町村の「地域
福祉計画」の推進を支援する「地域福祉支援
計画」として策定

（３）計画期間：令和３年４月～令和８年３月

（１）基本目標

一人ひとりのいのちが輝き、
人と人がしっかりとした絆で支え合う

青森県型地域共生社会の実現

（２）基本方策
○サービスを利用しやすい体制づくり
・利用者本位の総合的サービス提供
・保健・医療・福祉・介護サービスの総合化
・サービス利用者の権利擁護
・活動やサービスの評価の仕組みづくり

○地域福祉を担う人材づくり
・福祉の心の育成
・地域福祉を担う人材の確保・育成
・ボランティア・ＮＰＯの育成と活動支援

○共に支え合う地域づくり
・地域住民の参加による地域福祉の推進
・地域福祉の推進主体の充実
・社会参加の促進と生きがいづくり
・セーフティネットの機能の充実・強化

○急速な少子化・高齢化の進行と人口減少社会への移行、核家族
化、単身世帯の増加等家族形態の変化、地域の福祉力の脆弱化
等、地域社会や家族を取り巻く環境は大きく変化

○自殺、児童や高齢者、障がい者に対する虐待、ひきこもり等、
複合的な課題への対応が必要

資料：国勢調査（総務省）、日本の地域別将来推計人口
（平成30年3月、国立社会保障・人口問題研究所） 21

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



３ 青森県再犯防止推進計画 【健康医療福祉政策課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/saihanbousi.html

（１）国・民間団体等との連携による支援体制の整備
・国と県の関係機関、民間関係団体等で構成する
会議の開催 など

（２）就労の確保
・県の建設工事競争入札参加資格審査での加点措置 など

（３）住居の確保
・公営住宅への受け入れ など

（４）保健医療・福祉サービスの利用の促進
① 高齢者又は障がい者等への支援
・地域生活定着支援センターの運営
② 薬物依存症者への支援
・関係機関や青森県薬物乱用防止指導員との連携強化
など

（５）非行防止活動及び学校等と連携した修学支援
・修学に問題を抱えた少年に対する学習支援 など

（６）民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進
・民間協力者団体が実施する啓発活動への支援 など

各種計画の概要

22

（１）策定趣旨：再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画
的に推進することで、県民が犯罪の被害にあ
うことを防止し、安全で安心して暮らせる社
会の実現を目指す

（２）位置づけ：「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条
第１項の規定に基づき策定

（３）計画期間：令和３年度～令和７年度（５年間）

検挙人数は減少傾向にあるものの、検挙者に占める再犯者の
割合は40％半ばの状態が続いている。

資料：法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室提供

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



４ 第三次青森県健康増進計画 【がん・生活習慣病対策課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/ao_zousinnkeikaku-03.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：早世の減少や健康寿命の延伸を目指す、県民の健康
増進を推進するための施策についての県計画（旧：
健康あおもり21）の策定

（２）位置づけ：健康増進法第8条に規定する、住民の健康の増進の推
                            進に関する施策についての都道府県基本計画

（３）計画期間：令和６年４月～令和１８年３月（１２年間）

○前計画の最終評価では、全体目標である健康寿命の延伸は達成。平均
寿命も延びている。

○三大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）の死亡率は、いずれも
全国より高い割合で推移。

○前計画では、一次予防（生活習慣の改善）の指標の多くに改善が見ら
れず、より一次予防に重点を置いた取組が必要。
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資料：人口動態統計（厚生労働省）

（１）全体目標

健康寿命の延伸と早世の減少

（２）主な取組（予定）

①県民のヘルスリテラシーの向上
○県民のヘルスリテラシーの向上を図るための対策の推進

②ライフステージに応じた生活習慣等の改善
○各ライフステージに応じた食事、運動、睡眠等の生活習慣等の改善

③生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
○生活習慣病の発症予防の推進、病気の早期発見・早期治療による重
症化予防対策の推進

④県民の健康を支え、守るための社会環境の整備
○行政、企業、学校、関係団体等との連携による効果的な対策の推進

上段H22年
下段
健康寿命R元
平均寿命R2
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（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



５ 第四期青森県がん対策推進計画 【がん・生活習慣病対策課】

○本県のがん検診受診率は前計画策定時より向上している。

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/gankeikaku_dai2ki.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：本県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を
踏まえ、総合的かつ計画的ながん対策の推進を図るための
計画の策定

（２）位置づけ：がん対策基本法第12条に規定する都道府県がん対策推進計画
（３）計画期間：令和６年４月～令和１２年３月（６年間）

○がんの75歳未満年齢調整

死亡率(人口10万対)は、

着実に減少している

ものの､死亡率の更なる

改善を図る必要がある。

（２）主な取組

① がんの一次予防（生活習慣の改善）
○喫煙や受動喫煙防止対策の推進
○健康づくりのための生活習慣の改善の取組の推進

② がんの二次予防（がん検診）
○科学的根拠に基づくがん検診の推進
○がん検診受診率の向上に向けた体制づくり

③ 持続可能ながん医療の提供（がん医療提供体制）
○がん医療提供体制の構築
○がん患者の状況に応じて、適切な医療や必要な支援が提供
される体制づくり

④ がんとともに尊厳を持って暮らせる社会の構築
○がん相談支援センターを利用しやすい仕組みづくり
○がん患者等の状況やニーズに応じた相談支援及び情報提供
の推進

（１）基本理念

誰一人取り残さないがん対策を推進し、すべての県民ががんを
乗り越えることのできる社会

区 分 平成28年 令和４年
男性 女性 男性 女性

本県 全国 本県 全国 本県 全国 本県 全国
胃がん 48.9% 46.4% 38.9% 35.6% 49.6% 47.5% 41.1% 36.5%

大腸がん 48.9% 44.5% 41.6% 38.5% 53.5% 49.1% 48.7% 42.8%

肺がん 55.0% 51.0% 46.6% 41.7% 57.0% 53.2% 53.6% 46.4%

乳がん ― ― 41.6% 44.9% ― ― 47.1% 47.4%

子宮頸がん ― ― 40.9% 42.3% ― ― 43.6% 43.6% 24資料：国民生活基礎調査（厚生労働省）

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



（１）策定趣旨：ウイルス性肝炎患者の早期発見に努めるとともに、
肝硬変・肝がんへの移行を予防し、肝がん死亡者数
の減少を図るための総合的対策の策定

（２）位置づけ：「肝炎対策基本法」及び国の「肝炎対策の推進に関
する基本的な指針」を踏まえた、県のウイルス性肝
炎に係る取り組むべき施策

（３）計画期間：令和６年４月～令和１２年３月（６年間）

６ 青森県肝炎総合対策 【がん・生活習慣病対策課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

○ 肝がんの75歳未満年齢調整死亡率は、前計画策定時（H3０年）
と比較すると減少しており、改善傾向が認められる。

○ しかし、全国の値よりも高いため、引き続き、医療費助成の推
進、肝炎に関する広報活動、肝炎ウイルス検査の促進等の取組が必
要である。

（ R2：ワースト6位、R3：最下位、R4：ワースト17位)

資料：国立がん研究センター

肝がんの75歳未満年齢調整死亡率（男女計：人口10万対）の推移

３ 取組内容

（１）全体目標

ウイルス性肝炎から肝硬変への移行者・肝硬変から肝がんへの

        移行者の減少

  （２）主な取組

①肝炎の予防のための施策

○公開講座等を活用した正しい知識の普及啓発

②肝炎検査の実施体制の充実

○肝炎ウイルス検査の実施及び職場検診を含めた環境整備

③肝炎医療を提供する体制の確保

○肝疾患診療連携拠点拠点病院等の診療体制の強化

④肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の養成

○市町村・医療機関の肝炎担当者への研修実施

⑤肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等人権の尊重

○「肝臓週間」と連携した集中的な普及啓発

⑥その他肝炎対策の推進に係る重要事項

○肝炎患者及びその家族に対する支援の強化及び充実

4.2 
4.0 3.9 

3.7 
3.5 

5.2 

5.6 

4.8 

5.3 

4.0 

H30 R1 R2 R3 R4

全国平均 青森県

各種計画の概要
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県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/kanensougoutaisaku.html

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



７ 青森県脳卒中・心血管病対策推進計画（第2期青森県循環器病対策推進計画）
【がん・生活習慣病対策課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/jyunkanki-keikaku.html

各種計画の概要

（１）全体目標

（２）主な取組（予定）

（１）策定趣旨 ：循環器病の予防や正しい知識の普及啓発、保健・医療・
福祉サービスの提供体制の充実など、循環器病対策を
総合的かつ計画的に推進するための計画の策定

（２）位置づけ ：「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他
の循環器病に係る対策に関する基本法（循環器病対策基
本法）」第11条第1項に規定する都道府県基本計画

（３）計画期間 ：令和６年４月～令和１２年３月（６年間）

○健康寿命は延伸。女性は全国値を上回っている。
○本県の死亡原因の2割強は循環器病。
○脳血管疾患、心疾患の年齢調整死亡率は減少しているが、全国と比較す
ると高い状態で引き続き予防等の取組が必要。

死亡原因における循環器病の割合 年齢調整死亡率

悪性新生物

25.1%

心疾患 14.7%

脳血管

疾患

7.4%

大動脈瘤及び

解離 1.3%

老衰 11.0%

肺炎

5.8%

その他 21.1%

循環器病
23.4％

資料：令和４年人口動態統計（厚生労働省）

脳血管疾患 心疾患

資料：人口動態統計特殊報告（厚生労働省）

2040年までに３年以上の健康寿命の延伸及び循環器病の年齢
調整死亡率の減少

①循環器病の正しい知識の普及啓発
○循環器病の発症要因となる生活習慣の改善及び社会環境の整備
○循環器病を予防する健診の普及や取組の推進

②保健、医療、福祉に係るサービス提供体制の充実
○循環器病に係る医療提供体制の構築
○循環器病患者等を支える環境づくり

③循環器病対策推進に係る基盤整備
○関係者間の有機的連携、協力の更なる強化
○循環器病の診療情報の収集・活用
○他の疾患等に係る対策との連携
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（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



８ 青森県保健師活動指針 【がん・生活習慣病対策課】

１ 計画策定の趣旨等 ２ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/public_health_nurse.html

各種計画の概要

（１）策定の趣旨
保健師の活動領域が拡大し、分野毎の

高い専門性や個別的な対応が求められる
中、保健師活動のあり方と保健師人材育
成の考え方等をまとめたもの。

（２）位置づけ
「地域保健対策の推進に関する基本的な
指針」
（平成6年12月1日厚生省告示第374号）

「保健師に係る研修のあり方等に関する検討
     会最終とりまとめ」

（平成28年3月31日）

（３）計画期間
平成30年３月～

３

（１）青森県保健師活動のあり方
ア 保健師活動の現状と課題
イ 保健師活動のあり方
ウ 保健師活動を推進するための体制
エ 各行政機関における保健師活動

（２）保健師人材育成ガイドライン
ア 保健師の人材育成の基本的な考え方
イ 保健師の人材育成の取組の現状
ウ 保健師の人材育成の方向性
エ キャリアラダーに沿った人材育成の進め方

オ 人材育成支援ツールの活用
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（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



９ 青森県感染症予防計画 【保健衛生課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレスhttps://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/kansensho-taisaku-renkei-kyougikai.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：青森県における感染症の予防のための施策の
実施について定めるもの

＜目的＞・感染症の発生の予防とまん延の防止
・感染症患者に対する適切な医療の提供

（２）位置づけ：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第10条に基づき県が定める予防
計画

※平成12年（最終改訂：令和６年３月）に策定した既存
の計画に、新興感染症対策を加えたもの

（３）計画期間：設定なし
※国基本指針や青森県保健医療計画の改正等に合わせて
適宜見直す。

（１）医療提供体制確保のため、関係機関と協定を締結 （令和６年度末）

○青森県感染症対策連携協議会を設置し、関係機関が平時
から情報共有や意思疎通を図るため、同協議会を開催
（令和６年度１回）。

○新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次の新興
感染症に備えるため、県は医療措置協定による病床等の
確保や、感染症対応に係る人材育成のため研修会等を実
施するなど平時から取り組んでいる。

主な取組 内容 確保数

（
医
療
措
置
協
定
）

病床確保 新興感染症患者を入院させ必要な医療を
提供する。

流行初期以降

661病床

外来診療 新興感染症にかかっていると疑われる者
等を診察、検体採取する。

流行初期以降

204機関

後方支援 病床確保の医療機関と連携し、新興感染
症患者以外の患者を受け入れる。

91機関

人材派遣 新興感染症に対する医療従事者を確保し
医療機関その他の機関に派遣する。

医師19人
看護師62人

（協定）
宿泊療養

宿泊施設と協定を締結し宿泊療養を提供
する体制を整備する。

流行初期以降

1,281室

（２）感染症対応に係る人材育成のため研修会等を実施 （令和６年度末）

主な取組 内容 実施数

感染対策研修
（基本）

医療機関等を対象に感染対策に必要な基
本的知識や事例を学び、感染症の予防及
び発生時の感染拡大防止に適切に対応で
きる人材を育成する。

1回開催
(100人参加)

（専門） 1回開催
(60人参加)

感染対策コンサル
テーションチーム

適切な施設内感染対策を支援するため感
染症対策の専門家により助言・指導する。

29施設
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（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１０ 青森県結核対策推進計画 【保健衛生課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/tubeculosis_action_plan.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：結核の予防及びまん延の防止、健康診断及び患者に対
する良質かつ適切な医療の提供、人材の育成及び知識
の普及啓発を総合的に推進するための計画

（２）位置づけ：感染症法第10条の規定に基づき策定している「青森県
感染症予防計画」における結核の予防及びまん延防止
対策を具体的に推進していくための個別実施計画

（３）計画期間：設定なし
（※国の結核予防指針の改正等に合わせて適宜見直し、

必要に応じて見直し）

〇青森県と全国の状況

〇結核の登録患者は全国的に高齢者の割合が高く、青森県においても、70代
以上の患者が7割を占めている。

〇青森県は東北地方の中で最も罹患率が高い状況が続いている。
〇発病から初診までの期間が２か月を超える割合（受診の遅れ）が全国を上
回っている。

新登録
患者数
（人）

年末時登
録患者数
（人）

死亡者
数

（人）

罹患率
(人口

10万対)

有病率
(人口

10万対)

死亡率
(人口

10万対)

受診の
遅れ
（％）

青森県
(H28) 171 107 36 13.2 8.3 2.2 23.9

全 国
(H28) 17,625 11,717 1,409 13.9 9.2 1.5 19.7

青森県
(R6) 77 44 10 6.6 3.8 0.9 57.1

全 国
(R6) 10,051 6,712 891 8.1 5.4 0.7 20.7

（２）主な取組
○患者の早期発見の推進
①結核に対する正しい知識の普及啓発
②市町村の定期健康診断実施体制の整備
③ハイリスクグループやデインジャーグループへの取組
④関係機関との連携強化

○適正医療の提供・普及
①適正医療の提供・普及
②結核菌病原体サーベイランス（結核分子疫学的調査）の実施
③結核診査協議会の機能充実
④医療機関との連携強化
⑤結核患者の搬送体制

○患者支援の徹底
①DOTSへの取組
②保健師による結核新登録患者への保健指導
③患者情報の管理の徹底

○接触者健康診断の徹底
①接触者調査の徹底
②接触者健診の受診勧奨強化
③接触者健診の実施体制整備

○予防接種の推進
①保護者への啓発
②予防接種技術の確保
③関係機関との連携強化、協力体制の充実への取組

○人材育成の推進
①結核予防対策向上に向けた人材の養成への取組

（１）全体目標 2020年（平成32年）までに青森県の結核罹患率を10.0以下に
平成27年罹患率：13.9 → 平成32年罹患率：10.0以下

29

資料：結核登録者情報調査年報集計結果（厚生労働省）、結核の統計（結核研究所）

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１１ 新型インフルエンザ等対策青森県行動計画 【保健衛生課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/shingatainful_keikaku.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：感染拡大を可能な限り抑制し生命及び
健康を保護すること、生活及び経済に及
ぼす影響が最小になるよう取り組むこと
を目的に、社会の構成員が連携・協力し、
平時の準備や新型インフルエンザ等発生
時に感染拡大防止に取り組むため計画と
して策定

（２）位置づけ：新型インフルエンザ等対策特別措置法第
７条に基づき作成する都道府県行動計画

（３）計画期間：平成２５年１１月（令和７年４月改定）～

（※政府行動計画の改定等に合わせ見直し）

参考：令和7年度以降の取組予定
（１）市町村行動計画及び指定地方公共機関業務計画の改定支援

（令和８年７月までの改定）
・改定に係る説明会の開催、作成にあたってのフォローアッ
プ（質疑応答等）、作業の進捗確認等

（２）各種マニュアルの改定
・新型インフルエンザ等対策マニュアル（医療提供版、社会
対応版）を、令和７年度中に改定

・上記マニュアル改定後、部局別マニュアルの改定支援

○国は、令和６年７月、新型コロナ対応の経験を踏まえ、
政府行動計画を初めて抜本的に改定。
※政府行動計画改定のポイント
①平時の準備の充実 ➁対策項目の拡充（６→１３項目）と横断
的視点の設定 ③幅広い感染症への対応と機動的な対策の切替え
④DXの推進 ⑤実効性確保のための取組

○県は、政府行動計画の改定内容を踏まえ、令和７年４月に
県行動計画を改定した。

○市町村及び指定地方公共機関は、県行動計画の改定内容を
踏まえそれぞれの計画を改定する必要あり。 30

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１２ 青森県動物愛護管理推進計画 【保健衛生課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/H29_doubutsu_aigo.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：動物の愛護及び管理についての正しい認識を持ち、動
物が人の生命や財産を侵害することのないよう適切に
管理されることにより、人と動物が共生できる社会の
実現を目指す

（２）位置づけ：動物の愛護及び管理に関する法律に基づく「動物の愛
護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基
本的な方針」に即して策定

（３）計画期間：令和３年度～令和１２年度（１０年間）

〇県内における犬猫の致死処分頭数推移

〇犬猫の致死処分頭数は、動物愛護センター設置時（H18）から大きく減少
したが、近年は横ばいで推移。

〇致死処分される動物の多くは、飼い主のいない猫。
〇多頭飼育問題に対して動物愛護団体や福祉関係機関等との連携を図る。

（２）主な取組
○動物の適正な飼養及び保管
①犬の登録・狂犬病予防注射接種率の向上 ②巡回指導等の強化
③繁殖制限措置の推進 ④所有者明示及び返還の推進
⑤引取りの減少・譲渡の推進 ⑥動物取扱業者に対する監視指導の強化
⑦特定動物の飼養者に対する指導 ⑧飼い主のいない猫等に対する取組
⑨致死処分頭数の目標
○普及啓発
①動物の愛護及び管理に関する普及啓発の推進
②動物愛護思想の普及啓発
③産業動物及び実験動物等の適正な取扱いの普及啓発
○災害対策
①動物の飼い主への対策 ②動物の適正飼養及び保護収容
③市町村の災害対策への取組支援 ④広域的な協力体制の整備
⑤特定動物等の逸走対策
○体制整備
①ネットワークの構築 ②市町村との連携 ③警察との連携
④青森県獣医師会との連携 ⑤学校等教育機関との連携
⑥動物愛護団体及び動物愛護推進員との連携 ⑦人材育成

（１）目標 令和12年度の犬・猫の致死処分頭数は平成30年度に対して
犬、猫ともに５０％の減少となるように取り組む。

犬の致死処分頭数 猫の致死処分頭数

基準値（H30年度） 137 765

目標 50%の減少

目標値 68 382

９31

資料：保健衛生課調べ

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１３ あおもり高齢者すこやか自立プラン2024 【高齢福祉保険課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/sukoyaka_jiritsuplan_2012.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：高齢者福祉及び介護保険事業を取り巻く環境の変化や本県
の現状・課題を踏まえ、地域と連携して取り組むべき施策
の方向性を示す計画として策定

（２）位置づけ：青森県老人福祉計画（老人福祉法第20条の９第1項）、
青森県介護保険事業支援計画（介護保険法第118条）、
青森県介護給付適正化計画（介護保険法第118条第2項第2号
及び第3号）、青森県認知症施策推進計画（共生社会の実現
を推進するための認知症基本法第12条）を一体的に策定

（３）計画期間：令和６年４月～令和９年３月（３年間）

32

○ 高齢化率の上昇、15歳から64歳までの生産年齢人口の減少により、
2045年に生産年齢人口の割合が65歳以上人口の割合を下回る見通し。

65歳以上人口は2025年にピークを迎えるが、要支援・要介護認定
者数はそれ以降も増加し、介護需要は今後も増え続ける見通し。

○ 地域における居場所づくりや支え合いの推進、介護現場の生産性向上
等を通じたサービス提供の持続性確保によって、人口減少下でも高齢者
の生活を維持できる、持続可能な地域社会を実現する必要がある。

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１４ 青森県医療費適正化計画（第四期） 【高齢福祉保険課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/tekiseikakeikaku.html

各種計画の概要

（１）策定の趣旨：県民の健康の保持の推進と医療の効率的な提供
の推進を図り、医療費適正化の取組を推進

（２）位置づけ：高齢者の医療の確保に関する法律第９条
（３）計画期間：令和６年４月～令和１２年３月（６年間）

本県の医療費は全国と比較して必ずしも高い水準にあるとは言え
ないが、少子高齢化が進展する中、限りある地域の社会資源を効果
的・効率的に活用する必要がある。
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【県民の健康の保持の推進に関する事項】 【医療の効率的な提供の推進に関する事項】

特定健康診査実施率 特定保健指導実施率 後発医薬品使用割合
（数量ベース）の推移
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（１）県民の健康の保持の推進に関する事項
〇特定健康診査実施率、特定保健指導実施率向上に関する取組
普及啓発・受診環境づくり、人材育成、データ活用 等

〇メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合の減少に関する
取組
普及啓発、栄養・食生活の改善、身体活動・運動の推進

〇高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組

○その他予防・健康づくりの推進
（２）医療の効率的な提供の推進に関する事項
〇後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
国の議論・実態調査を踏まえた見直し・検討

〇医薬品の適正 使用の推進
重複投薬・多剤投与の是正 等

〇医療資源の効果的・効率的な活用
改善すべき診療慣行等の議論・検討、議論・検討結果の普及啓発

○医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進
市町村の在宅医療・介護連携推進事業への後方支援、広域調整等の

支援
（３）目標項目以外の取組
○重複・頻回受診の改善
○診療報酬明細書及び療養費支給申請書の審査・点検の実施
○歯と口腔保健に関する取組

(千円)

33資料：特定健康診査・特定保健指導の実施状況等に関するデータ（厚生労働省） 資料：令和3年度調剤医療費の動向調査

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１５ 青森県国民健康保険運営方針 【高齢福祉保険課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kokkuho.html

各種計画の概要

（１）策定の趣旨：国民健康保険の安定的な財政運営及び国民健康保険
事業の広域的及び効率的な運営の推進

（２）位置づけ：国民健康保険法第82条の２
（３）計画期間：令和６年４月～令和１２年３月（６年間）
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【国保医療費の見通し】
本県市町村国保の医療

費総額は、被保険者数の
減少に伴い減少する見込
みであるが、１人当たり
医療費は、医療の高度化
や被保険者の高齢化等を
背景に、増加傾向にある。

【１人当たり保険料】
令和４年度の各市町

村の１人当たり保険料
は、平内町（160,591
円）が最も高く、最も
低い鶴田町（ 65,285
円）と2.46倍の格差が
生じている。

第１章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
〇 被保険者数及び世帯数の状況・医療費の状況と今後の見通し

第２章 市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に
関する事項

〇 県全体で被保険者間の受益と負担が公平化となるよう、県内のどの市
町村に居住していても、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば同じ保険
料額となる「保険料水準の完全統一」の令和12年度開始を目指す

〇 県・市町村等で構成するワーキンググループにおいて、「保険料水準
の統一」に向けた課題検討を行う

第３章 市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
〇 収納率向上に向けた取組

第４章 市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
〇 レセプトの審査及び点検・第三者行為求償事務の取組・高額療養費の
取扱い

第５章 医療費の適正化の取組に関する事項
〇 医療費適正化計画と調和した取組

第６章 市町村が担う国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に
関する事項

〇 保健事業の取組・資格確認書の交付に係る取組

第７章 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関係施策
との連携に関する事項

〇 各種計画との連携・市町村の役割や、市町村に対する県の役割と支援

34

資料：国民健康保険事業年報（厚生労働省) ※令和12年度は高齢福祉保険課推計値

資料：国民健康保険事業年報（県速報値) ※介護納付金分を含む。

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１６ 第４次青森県障害者計画 【障がい福祉課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/3shougaishakeikaku.html

各種計画の概要

（１）策定趣旨：障害者基本法第11条に基づき、国の障害者基本
計画を基本として県が策定

（２）位置づけ：障害者施策を推進するための基本的指針となる
総合的な計画

（３）計画期間：令和５年４月～令和９年３月（４年間）

35

○ 国では、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション
施策推進法、読書バリアフリー法、障害者による文化芸術活動の
推進に関する法律などを施行。

○ 県では、令和２年に、青森県障害者の意思疎通手段の利用の
促進に関する条例、青森県手話言語条例を制定。

○ 近年の災害事情の変化、医療的ケア児や難聴児等に対する支援
ニーズの高まり、自殺・ひきこもり対策、感染症対策における
障害者への配慮など、障害者やその家族を取り巻く環境やニーズ
は大きく変化。

○ このような状況を踏まえつつ、障害者の自立及び社会参加の
支援等の施策を着実に進めていく必要がある。

【基本理念】
住み慣れた地域で、障害のある人もない人も分け隔てられることなく相互
に人格と個性を尊重し、ともに暮らせる共生社会づくりをめざす

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１７ 青森県障がい福祉サービス実施計画（第７期） 【障がい福祉課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/3shougaishakeikaku.html

各種計画の概要

（１）障がい者手帳交付数

（２）障害福祉サービス等の利用見込み

⚫ 愛護手帳（療育手帳）及び精神障
害者保健福祉手帳交付者数は増加
しているが、身体障害者手帳交付
者数が大きく減少し、全体では減
少傾向にある。

⚫ 事業所数の増加やサービス
の利便性の向上により利用
量は増加する見込み。

⚫ 施設入所者の地域生活への
移行推進により、在宅サー
ビスは増加、施設入所は減
少する見込み。

（１）策定趣旨：障がい児者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる
よう、障害福祉サービス等の提供体制の計画的な確保を図る。

（２）位置づけ：障害者総合支援法に基づく「都道府県障害福祉計画」及び児童福
祉法に基づく「都道府県障害児福祉計画障害者基本法に基づく
「都道府県障害者計画」の「生活支援の充実」の事項に係る実施
計画

（３）計画期間：令和６年４月～令和９年３月（３年間）

（１）基本理念
住み慣れた地域で、障がいのある人もない人も

分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重
し、ともに暮らせる共生社会づくりをめざす

（２）主な取組内容
①障害者支援施設及び精神病床からの地域生活への
移行の推進
・地域生活支援の充実
・福祉施設の入所者の地域生活への移行
・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
の構築

②障がい者が自立し安心した生活を送るための福祉
施設から一般就労への移行の推進
・福祉施設から一般就労への移行等

③障がい児等が身近な地域で必要な支援を受けられる
体制の強化
・障がい児支援の提供体制の整備等

④障がい児者が安心した生活を送るための相談体制
の充実と専門性の高い人材の育成
・障害福祉サービス等の質の向上につながる取組
の推進

36
資料：全て障がい福祉課調べ

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１８ いのち支える青森県自殺対策計画（第２期） 【障がい福祉課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

各種計画の概要

〇基本理念：誰も自殺に追い込まれることのない青森県の実現
〇位置づけ：自殺対策基本法第13条に定める都道府県計画
〇計画期間：令和６年４月～令和１２年３月（６年間）

37

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/inotisasaeru_2024.html

資料：全て人口動態統計

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）



１９ 青森県依存症等対策推進計画 【障がい福祉課】

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

３ 取組内容

県ホームページのアドレス https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/izonsyou.html

各種計画の概要

アルコール健康障害対策基本法に基づく「都道府県アルコール健康
障害対策推進計画」、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく「都道
府県ギャンブル等依存症対策推進計画」、依存症対策総合支援事業実
施要綱に基づく「薬物依存症に関する地域支援計画」として策定。
計画期間は、令和６年４月から令和９年３月（３年間）

・平成３１年４月に「青森県アルコール健康障害対策推進計画」を策
定し、アルコール健康障害に対して対策を推進。この間、ギャンブ
ル等依存症対策基本法が平成３０年１０月に施行、また、薬物乱用
対策の一環として大麻取締法が令和５年１２月に一部改正されるな
ど、社会環境も変化。

・アルコール健康障害・ギャンブル等依存・薬物依存は、疾病や支援
対策に共通する部分が多いことから、相互に連携を図りながら総合
的に対策を推進していくことが必要。
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アルコール健康障害 ギャンブル等依存 薬物依存

相談拠点（県立精神保健福祉センター）における相談件数の推移
（件）

発生予防（１次予防）

進行予防（2次予防）

再発予防（３次予防）

発生予防（１次予防）

アルコール
健康障害

ギャンブル等
依存

再発予防（３次予防）

発生予防（１次予防）

進行予防（2次予防）

再発予防（３次予防）

進行予防（2次予防）

薬物依存

〇 普及啓発

〇 治療及び相談支

援体制の充実

〇 民間団体の活動

支援

〇 家族支援

〇 人材の確保等

基本

方針

① 正しい知識の普及啓発

② 誰もが相談でき、必要な支援につなげる体制づくり

③ 地域における医療機関と相談機関の連携の推進

④ 依存症等の方が回復し社会復帰するための社会づくり

共通の取組

目標

〇飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール

健康障害の発生を予防

〇アルコール健康障害・ギャンブル等依存・薬物依存に関する広報の推進

〇アルコール健康障害・ギャンブル等依存・薬物依存に関する正しい知識の普及啓

発と、予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備

38資料：青森県立精神保健福祉センター所報（県精神保健福祉センター）

（記載内容は計画策定時点のものです。最新のデータについては、図表編その他公表資料を御参照ください。）
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